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1. 注意事項 

(1) 会場内の様子をSNSや動画サイト等へアップロードされる際は他の来場者の映り込みなどに十分にご

配慮ください。 

(2) 脚立や三脚等の機材のご利用にあたり、他の来場者の迷惑となる場合はスタッフが注意させていただ

くことがあります。また、会場は農地のため、接地面が安定しない場所が大部分を占めています。ご利

用にあたっては十分ご注意ください。 

(3) 銃刀類などの小道具は、模造品であっても他の来場者の誤解を招く恐れがある場合はスタッフが注意

させていただくことがあります。 

(4) カメラマンが帯同して撮影される場合で、会場内で金銭の授受がなく、注意事項を順守して撮影する

場合は申請等は不要です（結婚式の前撮り、家族の記念写真、コスプレ撮影などを含みます）。 

(5) 会場内での他のお客様への迷惑となる行為、公序良俗に反する行為などが見られた場合はスタッフが

制止することがあります。その他、会場内ではスタッフの案内に従ってください。 

(6) 撮影行為に起因する事故・損害・トラブルについては、主催者は一切の責任を負いません。 

 

2. 禁止事項 

(1) 通路の長時間の占有や立入禁止区域での撮影、他の来場者の観覧やイベント運営の妨げとなる行為 

(2) 会場内のひまわりの花や資機材、周辺農地の農作物や農業資材に変更を加えたり、損傷させるなどの

行為 

(3) 会場内での着替え、公序良俗に反する肌の露出（更衣室の貸出しは行っていません） 

(4) 事前に主催者の許可を得ずに、有償での撮影を持ちかけるなどの声掛け、契約行為や金銭授受を含む

撮影などの営業行為 

(5) ペット等の動物を伴っての撮影（会場は動物の同伴は禁止です） 

(6) 事前に主催者の許可を得ない、商用利用を目的とした写真や動画の撮影 

(7) ドローンの使用（会場は小型無人機等飛行禁止法により小型無人飛行機(ドローン)等の使用が禁止され

ている区域(レッドゾーン)です） 

(8) その他、一般来場者や近隣の迷惑となる行為 

※上記の禁止事項に抵触し、スタッフの再三の静止にも関わらず行為を止めなかった場合は、会場から退出

を求めることがあります。 

 

  


